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平成21奪年3月00寺＝幸日厚生労働大臣決定  

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画  

（平成2．t舎年度）  

第1 はじめに  

本計画は、行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86   

号。以下「法」という。）第7条第1項の規定に基づき、「政策評価に関する   

基本方針」（平成13年12月28日閣議決定。平成17年12月16日改定。   

平成19年3月30日一部変更。以下「基本方針」という。）及び「厚生労働   

省における政策評価に関する基本計画（第2期）j（平成19年3月30日厚  

生労働大臣決定。平成19年9月28日、平成20年3月31日一部変更。以   

下「基本計画」という。）を踏まえて、平成20年度に実施する事後評価の対   

象とする政策、その評価の方法等について明らかにするものである。  

第2 計画期間  

本計画の対象期間は、平成2ト参年4月1日から平成22壱＝車年3月31日   

までとする。  

第3 政策体系及び評価予定表  

基本計画策7の1の（1）のイの（イ）に規定する政策体系を構成する施策   

目標に係る指標、個別目標、個別目標に係る指標及び事務事業、同計画第7の  

1の（1）のイの（口）に規定する評価予定表を別紙1のとおり定める。  

第4 事後評価の対象としようとする政策及び評価の方法  

1 本計画の計画期間内において事後評価の対象としようとする政策及びその  

評価の方法（法第7条昇2項第1号の要件に該当するもの）  

基本計画において規定する本計画の計画期間内に事後評価の対象としよう  

、とする政策及びその評価の方法は、別紙2のとおりとする。  

2 政策決定後5年間が経過した時点で未着手のもの及びその評価の方法（法   

第7条第2項第2号イの要件に該当するもの）  

該当なし。  

3 政策決定後10年間が経過した時点で継続中のもの及びその評価の方法   

（法第7条第2項第2号ロの要件に該当するもの）   

個々の公共事業であって、「水道施設整備事業の評価の実施について」（平   

成16年7月12日健発第0712003号。以下「水道施設整備事業評価実施要  
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領」という。）で定めるところにより事後評価の対象とすることとしたもの。   

また、評価の方法については、事業評価方式を基本とする。  

4 上記1～3のほか、本計画の計画期間内において事後評価の対象としよう   

とする政策及びその評価の方法（法第7条第2項第3号の要件に該当するも   

の）   

本計画の計画期間内に事後評価の対象としようとする政策は、以下に掲げ   

る政策とする。なお、①、④及び⑤については、必要に応じて政策評価官室  
（政策統括卓付政策評価官室をいう。以下同じ。）が担当部局等（政策を所   

管する部局及び大臣官房の各課をいう。以下同じ。）と調整の上、これを定   

める。   

また、これらの評価の方法については、実維評価方式、総合評価方式又は  

事業評価方式のうちから適切に選択するものとする。  

① 本計画の計画期間内にお．いて、政策体系の施策目模に係る指標のモニタ   

リング結果や推移により評価の必要が生じた政策  

② 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成17年3月29日内閣   
総理大臣決定）に基づき、総合科学技術会議において事後評価の対象とす  

ることとされた研究開発  

③ 個々の公共事業であって、水道施設整備事業評価実施要領で定めるとこ   

ろにより事後評価の対象とすることとしたもの  

④ 事前評価を実施した政策のうち、本計画の計画期間内において事前評価   

の際に設定した評価指標のモニタリング結果や推移、政策効果の発現時期   

を参考にして評価の必要が生じたもの  

⑤ その他国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすと認められる政   

策のうち、本計画の計画期間内に見直しが必要となったもの  

第5 事後評価の実施  

1 政策体系の施策目棟の指模のモニタリング   

（1）政策体系の施策目標の担当部局等は、当該施策目標の指標についてモニ  

タリングし、その結果を5月中の適切な時期に査定課（組織・定員要求を  

伴う政策については大臣官房人事課、予算要求等を伴う政策については大  

臣官房会計課をいう。以下同じ。）及び政策評価官室に提出する。   

（2）査定課は、提出されたモニタリング結果を参考に査定を行い、組織・定  

員要求又は予算要求等に反映させる。  

（3）政策評価官主は、モニタリングの結果を取りまとめ、7月未を目途に公  

表する。  

2 実績評価方式による評価  

（1）担当部局等は、評価対象政策に関係する部局と調整の上、原則として各   

施策目標ごとの指標の達成度を中心として評価を実施し、その評価結果を   

評価書等（法第10条に規定する評価書及びその要旨をいう。以下同じ。）  
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として取りまとめ、5月中の適切な時期に査定課及び政策評価官室に提出   

する。  

（2）査定課は、提出された評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求又   

は予算要求等に反映させる。  

（3）政策評価官主は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等   

を行うとともに、査定課の査定を経て、担当部局等による修正を加えた評   

価書等を取りまとめ、7月末を目途に公表する。  

3 総合評価方式による評価  

（1）評価対象政策を所管する担当部局等は、①当該政策の問題点の把握、原  

因の分析等がなされた時期に総合評価を、②総合評価結果を踏まえた当該  

政策の見直しが決定された時期に評価結果の政策への反映状況の報告等  

を、当該政策に関係する部局と調整の上で実施し、その評価結果等を評価   

書等としてとりまとめ、評価実施後速やかに政策評価官室に振出する。  

（2）査定課は、提出された評価書等を参考に査定を行い、組織・定員要求又  

は予算要求等に反映させる。  

（3）政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等  

を行うとともに、査定課の査定を経て、担当部局等による修正を加えた評   

価書等を取りまとめ、速やかに公表する。  

4 事業評価方式による評価  

上記2に準じ、必要に応じて政策評価官主が担当部局等と調整の上、評価   

を実施する。  

第6 社会保険庁の実績評価  

社会保険庁の平成20年＝専年度の実績評価については、社会保険庁から月標   

の達成状況について6月末までに報告を受け、その報告を基に、政策評価官室   

及び関係部局（中央省庁等改革基本法（平成10年法律第103号）第16条   

第6項に規定する実施庁の長にその権限が委任された事務に係る政策の企画立   

案を担う部局をいう。）において8月未を目途に実績評価を実施し、その結果   

を実績評価書として厚生労働大臣名で社会保険庁長官あて通知するとともに、   

速やかに公表する。その際、政策評価官室は、当該実績評価書の取りまとめ及   

び社会保険庁長官への通知並びに公表に係る事務を担う。  

第7 学織経験を有する者の知見の活用   

基本計画第8の2に規定する「政策評価に関する有識者会議」を以下のとお  

り開催する。  
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開催時期   意見等聴取垂項   

平成21書＝8＝年7月．を目  

途   

平成22書⇒＝＝年3月を目  平成22書手年度政策評価実施計画（案）等につ   

途   いて   

その他必要に応じて開催  

第8 評価結果の政策への反映状況の公表  

担当部局等は、評価結果を、新たな政策の企画立案（予算、組織・定員要求   

を含む）、既存の政策の見直し・改善に反映させるための情報として活用する。   

また、担当部局等は、平成20年度に実施した政策評価の結果の政策への反映   

状況について、9月上旬を目途に政篤評価官室に報告する。  

政策評価官室は、それらの反映状況を取りまとめた後、9月末を目途に公表   

する。  

第9 その他  
1 政策評価の継続的改善  

政策評価官室は、政策評価制度全般の改善・充実を図るため、他府省、地方   

公共団体等及び外国の状況に関する知識などの政策評価に関する情報を幅広く   

収集し、政策効果の把握の手法等の調査、研究及び開発を彿極的に進めること   

とする。  

2 職員の資質の向上   

政策評価官室は、職員の資質の向上を図るため、収集した政策評価に関する  

知識や経験等を担当部局等に適宜提供するとともに、政策評価に関する説明会  

を随時開催する。  

3 本計画の改正   

本計画につしナては、厚生労働行政を取り巻く環境の変化、法、基本方針又は  

基本計画の変更等を踏まえ、必要に応じて改正を行うものとする。  

4 厚生労働省における政策評価実施要領   

本計画に定め皐もののほか、事後評価の実施に関し必要な事項は、厚生労働  

省における政策評価実施要領に定める。  
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別紙1  

政策体系及び評価予定表  

（1）基本目標は、厚生労働行政全般を対象として、達成すべき基本的な目棲を   

掲げたものである。  

（2）施策目棟は、基本目棟を達成するために実施する施策に関する具休的な目   

標を掲げたものである。  

（3）施策目様に係る指棟は、施策目棟の達成状況を評価するために、可能な限   

り、行政の活動の結果として国民生活や社会経済に及ぼされる何らかの変化   

や影響を測るアウトカム指棟を掲げ、アウトカム指棟を設定することが困難   

な場合には、原則として、行政活動そのものや行政活動により提供されたモ   

ノやサービスのi又は利用結果等を測るアウトプット指標を掲げたものであ   

る。  

（4）個別目標は、施策目棟を達成するために実施する個々の施策に関する具体   

的な目標を掲げたものである。  

（5）個別目標に係る指標は、個別目棲の達成状況を評価するために、可能な限   

り、行政の活動の結果として国民生活や社会経済に及ぼされる何らかの変化   

や影響を測るアウトカム持棲を掲げ、アウトカム指標を設定することが困難   

な場合には、原則として、行政活動そのものや行政活動により提供されたモ   

ノやサービスのt又は利用結果等を測るアウトプット指標を掲げたものであ   

る。  

（6）事務事業は、施策目標又は個別目標を達成するために実施する手段として   

の事務及び事業を掲げたものである。  

（7）評価予定表は、各施策目様について、本計画の計画期間内の政策評価方式   

を示したものである。なお、計画期間内の各年度において政策評価を実施す   

る施策目様については、その都度実施計画においてこれを定める。   



（8）評価に当たっては、各施策目棲について、施策目様に係る持棲の状況を踏   

まえつつ、社会経済情勢の変化等の外的要因の影響などを考慮した上で、必   

要に応じて定性的な観点を加え、総合的に評価するとともに、各個別目様に   

ついても、個別目棟に係る指棟の状況を踏まえて評価することとする。  

（9）なお、今後、具体的に評価を実施する中で、施策目棟の各々の特性を十分   

に検証し、その評価手法について、知敲・経験を蓄積するとともに、新たな   

手法の開発や必要な什報・データの収集など、個別目棟、指棟の改善に努め   

るものとする。   
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基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標1地域において必要な医療を提供できる体制を整備すること  

1・－1日常生活圏の中で良質かつ適切な医療が効率的に提供できる体制を整備すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1各都道府県の医療計画において定められた4疾病5事業に係る医療連携体制の構築率（前年度以上／毎年度E）  

j＿心肺停止者の一ケ月後の生存率■社会復帰率（前年度以上／毎年度）  
3周産期死亡率（前年度以下／毎年度）  

4無医地区の数（前年度以下／毎年度）  

旦声＝病院への立入検査における指摘に対する遵守率（前年度以上／毎年度－）  
′  ヽ  ノ  

個別目標1 医療計画に基づく医療連携体制を構纂医療機憐を毒  【主な事務事業】  
糖すること  

・医療連携体制推進事業  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・共同利用施設施設整備事業  

・碓策目標l－1に係る指標lと同じ  
・在宅で死亡する者の数（前年度以上／毎年度）  

個別目標旦ヰ救急生産体制を整備すること  【主な事務事業】  
・救命救急センター運営事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・′」、児救急医残量返照蕪事業  
・施策目標11に係る指標2と同じ  ・′」、児救急医簾拠点病院運営実  
・救命救急センターの設置箇所数（前年度以上／毎年度－）  旛事業  
・小児救急医療支援事業の実施地区数及び小児救急医療拠点病院  ・ドクターヘリ導入促進事業  
運営事業の実施箇所数（前年度以上／毎年度）  

・ドクターヘリの実施箇所数（前年度以上／毎年度i）  

個別目標3 周産期医療休制を確保すること  【主な事務事業】  
・総合周産期母子医療センター  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  運営事業  
・施策目標11に係る指標3と同じ  ・地域周産期母子医療センターー  
・妊産婦死亡率（前年度以下／毎年度）0  連星阜墓  
・NICU及びMFTCUの病床数（前年度以上／毎年度）  
・総合周産期母子医療センターにおける低出生体重児の取扱件数  
（前年度以上／毎年度）  

個別目棲旦書 へき地保健医療対策を推進すること  【主な事務事業】  
・へき地医療支援機構  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・へき埠医療拠点病院及びへき  
・施策目標11に係る指標旦と同じ  地診療所等の設置・運営  
・無医地l貢等における医療活動日数（前年度以上／毎年度）  

・／－き地医療支援機構設置箇所数（前年度以上／毎年度）  

・へき地医療拠点病院設置筒所数（前年度以上／毎年度）  

■⊥■d、1■つ7J■つ疇：オド■  

個別目標5 病院への立入検査の徹底  【主な事務事業】  
・医療機関行政情報システム改  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  善事業  
・施策目標1－1に係る指標旦と同じ  
・病院への立入検査件数（全病院に原則年一回実施／毎年度）  ヽ一エ▲－／ヽ’lフて．」ヨ」  
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基本白襟Ⅰ  

備考  
・平成2⊥♯年度重点評価課題1  

三言宗琵こ芸票差忘・ニ吉宗  
救急医凍体制の整備  
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基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標2 必要な医療従事者を確保するとともに、資質の向上を図ること  

2－1 今後の医療需要に見合った医療従事者の確保を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  
1就業医師数（前回調査時以上／調査時－）  

2病院勤務医師数（前回調査時以上／調査時）  

旦若就業女性医師数（前回調査時以上／調査時）   

吉去こ芸訂／キンプこ言£芸工芸昔芸－く前言芸㌫・土． 4就業看護些旦師数（前年度以上／週査壁毎年痩）  

個別目礪1 医塵皇堕鎧芸吉富言言三三諾すること  【主な事務事業】  
・短時間正規雇用制等の導入促  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

個別目標2 女性医師、看護師等の離職防IL、復職支援を図るこ  

と岩ニー言莞  

【個別目標に係る指標（■達成水準／達成時期）】  

施策目標2－1に係る指標昔麦ぜ3盈逆旦と同じ  
女性医師バンク再就業支援件数（前年度以上／調査時）  

中央ナースセンター事  

中央ナースセ  ンダー事業再就業支援件数  （前年度以上／調査時）  

評価予定表   
19   2 0   21   2 2  2 3   

実績  実績  実績  モニ   実唐   

【重】   【重】  

2－2 医療従事者の資質の向上を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1研修医の臨床研修目標達成度（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 医師、歯科医師の臨床研修を推進すること  【主な事務事業】  
臨床研修費等補助金荒琵等〇  

＃定  

臨床研修等指導医養成講習会  
の実施  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標2－2に係る指標1と同じ  

個別目標2 医療従事者等に対する研修を充実すること  

－1－  

【主な事務事業】   



基本目標Ⅰ   

医療関係職種実習施設指導者  
等養成誰習会の実施  
者謹聴具に対する研修会等の  

実施  
薬剤師研修等の実施  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・各国療従事者におけ多読習会・研修会等の修了者△数（前年度  

以上／毎年度）  

評価予定表  
19   20   21   22   2 3   

モニ  実凍  モニ   実績  実績   

4
 
 
 

ー
■
 
 



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標3 利用者の視点に立った、効率的で安心かつ質の高い医療サービスの提供を促進すること  

3－1 医療情報化インフラの普及を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1統合系医療情報システム（オーダリングシステム、統合的電子カルテ等）の普及率  
（200床以上の医療機関のほとんどに導入すること／400床以上は2008年度まで、400床未満は201  

0年度まで）  

芸 三三労苦富にごニ∵て「ニ、・＝〇〇丁午まに、一言芸ま芸芸ニミミ〇芸芸芸芸＝三吉志し、芸芸芸ま芸芸〇・＝託に憲ご  

r qノ ヽ－ しlヽ－ くh ノ ヽ ．＝ヒ．dヽ し／▼ ll弓 寸‘l六  

2実証実験実施地に串いて、社会保障カード1仮称）に関して理解を深めた者の割合（前年度以上／毎年度）  

佃別目標1 医療のIT化を推進すること  【主な事務事業】  
地域診療情報連携推進事業  
医療情報システムの相互運用  
性確保のための対向試験ツー  
ル開発事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標3－1に係る指標1と同じ  

個別目標2㈱国民の理解を深め        つつ、その実施に向けた検討をこと  
【嘩事務事業】  
・社会保障カード（仮称）に関   

する制度設計書の作成  
・社会保障カード（仮称）に係  【個別目標に係る指標（達成水準／ノ達成時期）】  

る実証実験の実施  

評価予定表  19  2 0  21  2 2  2 3  実績  実績  実績  モニ  実績  【重】  【重】  【垂】  

備考  
t平成2⊥替年度重点評価課題3   

ITを活用した医療の利便性向上  
・個別目標2は、平成21年度から実施するため、平成2l  
年度から評価を行うこととする  

3－2 総合的な医療安全確保対策の推進を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

り土竪l拉吐裡些と盤 

2医療安全対策加算届出医療機関の割合（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 医療の質と安全性の向上を図ること  【主な事務事業】  
医療関係職種実習施設指導者  
等要請講習会の実施  
院内感染対策の推進  

【個別目療に係る指標（達成水準／達成時期）】  

‡垣策目標3m2に係る指標t及び2と同じ  
医療従事者を対象とした講習会修了者象（前年度以上／毎年度）  

個別目標2 医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止       対策の徹底を図ること  

【主な事務事業】  
・医療事故情報収集等事業  
・診療行為に関連した死亡の調   
査分析モデル事業  

等〇詮君   

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・卿司じ  
・産科医療補障制度加入率（前年度以上／毎年度）  

－1－  



基本目標Ⅰ  

個別目標3 患者、国民との情報共有と患者、国民の主体的参加  
の促進を図ること  

【主な事務事業】  

ノアニ買蒜  
・医療安全支援センター総合支   

援事業   
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・都道府県及び保健嘩の設置数   
（前年度以上／毎年度）  

・二卿（前年度以上／毎   
年度）  

評価予定表  19  20 1 211 22    2 3  モニ  実績 【重】  モニ  実績  実績  



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

評価予定表  
19   20   21   2 2   2 3   

実績  モニ  モニ実線  実績韓  実線  
総合  

ー1－  
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基本目棟Ⅰ  

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標5 感染症など健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、感染者等に必要な医療等を確保すること  

5－1 感染症の発生・まん延の防止を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1結核患者寝息率の推移（人口10万人対比18人以下／平成22年度）  
2病原体等取扱施設の検査結果の適正割合（90％以上／毎年度）  
3予防接種の接種率（締按ポリオ・麻疹・風疹）（おおむね95％／毎年度）  
4抗インフルエンザウイルス薬の備蓄（国艮の45％相当量／平成23年度未、かつ、前年度以上／平成20年度  

・21年度）  

旦ヰ保健所等における肝炎検査受診者数（前年度以上／毎年度）  

個別目標1感染症対東の充実を図ること  【主な事務事業】  
・直接服薬確静療法事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・感染症発生動向調査事業  
・施策目標5－1に係る指標1及び2と同じ  ・感染症指定医療機関の施設整  
・定点医療機関の全国充足率（おおむね100％／毎年度）  備  
・感染症指定医療機附充足率（前年度以上／ ・予防接種普及倦発事業  

100％を目指す≠蒜）  

個別目棲2 病原体等所持者からの許可及＝辞届＝出＝障静牢番事務を  【主な事務事翠】  
適切ヰき行＝牽き圭新型インフ′レエンザ対策を推進する  

こと  友群居播弱受剰棄襟抒攣頑＝務  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  鮎▲、一■－＋■－一一・▲・・－±已】－1l人舶ヒ  
・施策目標5－1に係る指標書旦と同じ  ・新型インフルエンザ対韻事巣  

・感染症指定医僚機問充足率（前年度以上／毎年度）（おおむね  
100％をロ捜す声）■1毎週）＿  

個別目標旦ヰ 肝炎対策を推進すること  

【務事業】 ・普及啓  

【主な事務事業】  
′Jlニ′ヽ′tJ′rヽ・「「．7ド．  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  ・肝炎治瞭特別促進事巣  
・施策目標5－1に係る指標旦ヰと同じ  ・特定感染症検査等事業  
・肝炎インターーフェロン治療受給者祉交トい申請件数（10カ人  ・鯉康増進事業（肝炎ウイルス  

／匡年度⊥  壁＿診1 

・肝疾患診療連携拠点病院の設置数（47都道府県／平阻2巨睾  
舎年度）  

・肝炎対策協議会の設置数（47都道府県／平成214専年度）  

評価予定表   備考  
19  20  21  22  23   
実練 実練 実績 モニ 実練  払，．△一弘血止こよ↓塵爪出土       ′l¶J■ト」lll■l’くJ、′■I＿′、′、■′l、▼′■＿′、′■ロ  

【重】【重】⊥塵⊥  
・平成蔓．j－紳年度重点評価課題4令  

感染症対策の充実・強化  

毒荘，一劫ヒ＿姐＿瓜J岩こコ由一∪ゝ加□＿L＿＿併Jl」瓜▲丘二拙＿＿ 

5－2 治療方法が確立していない特殊の疾病等の予防・治療等を充実させること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1特定疾患治療研究事業の受給首誰交付件数柵＝ザ・タ＝軍こロ司ぢ愕  一→rr7・アブ・－一   一（前年度以上／毎年  

翫   



評価予定表   
19  20】21122  23   
モニ  実績lモニl実績  実績   

5－3 適正な移植医療を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】 1臓器提供意思登録システム登録者数（前年度以上／毎年度）  

2非血縁者間骨髄移植実施数（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 臓器移植対策等を推進すること  【主な事務事業】  
臓器移植対策事業  
造血幹細胞移植対策事業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標5－3に係る指標1及び2と同じ  
▼血占よ塞軋′fゝ應」J．＿故虫とJ⊥已」」J占＝1⊥」」Ⅶ＿．＿∴しJ■コ＿＝去三三舶⊥．＿＿＿′  

5－4 原子爆弾被爆者等を援護すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1被爆者健康診断受診率（＝前年度同程度∴経年度）  

個別目標1 被爆者の健康の保持・増進を図ること  【主な事務事業】  
・原爆被爆者に対する手当の支   
給   【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標5－4に係る指標1と同じ  

評価予定表   
19  20121l22  23   
モニ  実績1モニ1実績  実績  



基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること  

施策目標6 品質・有効性・安全性の高い医薬品・医療機器を国民が適切に利用できるようにすること  

6－1 有効性・安全性の高い新医薬品・医療機器を迅速に提供できるようにすること  

【施兼目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1新医薬品の審査事務処理期間（12ケ月）内に処理した割合（70％以上／平成19年度、80％以上／平成2   
0年度）  

2新医療機器の審査事務処理期間（12ケ月）内に処理した割合（90％以上／平成20年度まで毎年度）  
3ドラッグ・ラグの解消（2．瑚或23年度）  
4デバイス・ラグの解消（19月短締／平成25年度）  

個別目標1 有効性・安全性の高い新医薬品の迅速な承認審査を       推進すること  

【主な事務事業】  
・新医薬品の迅速な承認審査  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－1に係る指標1及び3と同じ  

個別目標2 有効性・安全性の高い新医療機器の迅速な承認審査  
を推進すること  

【主な事務事業】  
・新医療機器の迅速な承認審査  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－1に係る指標2及び4と同じ  

評価予定表   
19   20  21 22  2 3   

モニ   実績  
【重】   

備考 ・平成2⊥♯年産量点評価課題旦章   開発医療機器の審査迅速化  

6－2 医薬品等の品質確保の徹底を図るとともに、医薬品等の安全対策等を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

ニ≡土≡芸・ニ昔芸くづ  
＝宝典品等副作用情報収集件数（前年度以上／／毎年度）  
2医薬品副作用被害救済給付の請求があったもののうち、瑚割   

合（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 医薬品等の品質確保の徹底を図ること  【主な事務事業】  
立入検査・指導  
好事監視員の資質向上  
自主回収に係る情報の公開  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

芸芸＝吉告－ニ：こ諒こ荒芸二・と買・じ  

・製造所、薬局等への立入検査件数（－）  
・製造所、薬局等への指導件数（－）  

個別目標2 医薬品等の安全対策を推進すること  【主な事務事業】  
安全性情報の収集、分析、評  
価とその調査  
医薬品等の使用上の注意の改  
訂等  
安全性情報の提供  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標6－2に係る指標⊥寺と同じ  

個別目標3 医薬品副作用被害等救済制度の適正な管理を行うこ  
と  

（副作用救済給付業務等に関する評価については、独立行政法人  

通則法（平成11年法律第103号）に基づく独立行政法人評価  

－1－  

10  

【主な事務事業】  
・医薬品副作用被害等救済制度   
の適正な管理   

‘‾◆r  ‾  



基本目標Ⅰ  

評価予定表  
19   20   21   22   2 3   

モニ  実績  
【重】   

6－3 医薬品の適正使用を推進すること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1医薬分業率（全国・地域別）（前年度以上／毎年度）  

2研修・講習会等受講者諾合致（延べ）（前年度以上／毎年度）  

個別目標1 薬局機能を強化し、医薬分業を推進するとともに医  
薬品の適正使用の普及啓発を推進すること  

【主な事務事業】  
芸・票分業訂冨苦笑＝言芸  

薬局ヒヤリハット事例収集  
分析事業  【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－3に係る指標1及ご三と同じ  

個別目標2 薬剤師研修を充実すること  【主な事務事業】  
4年制卒薬剤師研修事業  

指導薬剤師養成事業  
専門薬剤師研修事業  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

・施策目標6－3に係る指標2と同じ ≡≡・苦言「会等完芸吉芸（－）  

個別目標  の普及啓発を推進すること  

適正使用啓発推進事業  
【個別目標に係る指標（達成水準／達成時  一般用医薬品販売安全対策普  
消費者くすり相談の相  

材配布部数（－）  

評価予定表  19  20  21  2 2  2 3  実績  モニ  三三実績  モニ  実績  

施策目標7 安全で安心な血液製剤を安定的に供給すること  

7－1 健康な献血者の確保を図り、血液製剤の国内自給、使用適正化を推進し、安全性の向上を図ること  

【施策目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

1設立によプ誌荒した立法三（安定供給に必要な血液量の碓保率（90％以上／毎年度）⊂J  

個別目標1 健康な献血者の確保を図り、献血により安全な血液  
製御が需要に応じて適切に供給されるようにすると  
ともに、血液製剤の国内自給及び適正使用の推進を  
図ること  

【個別目標に係る指標（達成水準／達成時期）】  

施策目標7－1に係る指標1と同じ  
アルブミン製剤の供給量（前年度末満／毎年度）   



基本目標Ⅰ  

個別目標2       、正化を推進すること  

評価予定表   
19  20l21122  23   
モニ  実績lモニl実績  実績  




